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50特別功労金

と廃止
万円

　臨時議会にあわせて懸案となっていた特別功労金につい 

て、議員発議により「広野町表彰条例の一部を改正する条 

例」を提出し、特別功労表彰（※）受賞者に贈られていた 

金品50万円を、全会一致で廃止しました。

議員発議

※特別功労表彰
特別功労表彰は、次に該当する者のうち、功績顕著なものにつき町長がこれを行う。

（１）町長の職にあって12年以上在職したもの

（２）町議会議員の職にあって16年以上在職したもの

（３）助役、収入役および教育長の職にあって16年以上在職したもの

（４）その他（町政の振興に寄与するなど）その功績が特に顕著であると認められるもの

〔改正前〕特別功労者には、特別功労章ならびに表彰 
　　　　　状、記念品および金品を贈呈する。

〔改正後〕特別功労者には、特別功労章ならびに表彰 
　　　　　状および記念品を贈呈する。

提出者　中津　伸一

賛成者　猪狩新一郎
　　　　渡辺　久長
　　　　渡　　正俊
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